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1. 一般仕様 

1.1  件名 

LDAP利用者登録電子申請システムの改修 

 

1.2  目的 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」と記す）における、組織・人事情

報システムのディレクトリサービス（以下、本サービス）は、LDAP(Lightweight Directory Access 

Protocol)を用いており、その利用者登録に係る申請を LDAP利用者登録電子申請システムにより電子

化している。 

本仕様書は、当該システムにおいて、業務の効率化並びに利便性向上を図ることを目的に実施する改

修作業に関する要件を取り纏めたものである。 

 

1.3  契約範囲 

(1) 当該システムにおいて、「2.4 改修要件」に記す改修を行うこと。 

(2) 改修したプログラムを、原子力機構が指定するサーバ環境にインストールし、「2.5 動作試験・検査」

に記す動作検証を行うこと。 

 

1.4  納期 

令和 8年 3月 13日(金) 

 

1.5  納入場所および納入条件 

(1) 納入場所 

〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方 2番地 4 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

原子力科学研究所 情報交流棟南ウイング（205号室） 

システム計算科学センター 業務ＤＸ推進室 

(2) 納入条件 

据付調整後渡し 

 

1.6  仕様確認と進捗管理 

原子力機構担当者と仕様確認及び進捗管理の打合せを行い、受注者において議事録を作成し、適宜

原子力機構担当者に確認を受けること。なお、作業工程に変更が生じる場合は原子力機構担当者に報

告し確認を受けること。 

 

1.7  検収条件 

  「2.5 動作試験・検査」の合格、「1.8 提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める改修が実

施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 

 

1.8  提出書類 

№1～№8までの提出書類については、全て日本語で表記して提出すること。 
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№ 項目 数量 
確認の

要否 
備考 

1 実施要領書（作業工程表を含む） 1部 要 契約締結後速やかに 

2 作業体制表（メンバーの保持資格、経歴等含む）

*1 

1部 要 契約締結後速やかに 

3 連絡体制表（緊急時の体制、連絡先含む） 1部 要 契約締結後速やかに 

4 要件定義書 1部 要 契約締結後速やかに 

5 システム設計書 1部 要 開発工程開始前まで 

6 打合せ議事録 1部 要 打合せ後速やかに 

7 検査要領書 1部 要 検査の 1週間前まで 

8 検査成績書 1部 要 検査の１週間後まで 

9 

 

その他原子力機構が必要とする書類 

 

1部 ― 提出期限、確認要否は個別

に決定する 

10 修正プログラム一式 1部 要 納入時 

11 №1～№10を記録した電子媒体 1式 要 納入時 

＊1： 作業体制表では作業内容・進捗状況確認打合せに出席するプロジェクトマネージャーまたは

作業担当者を選任すること。 

 

1.9  貸与品目 

・改修作業及び動作検証作業で必要となる原子力機構内作業用ＰＣ等   一式 

・当該システム開発ドキュメント・ソースコード  一式 

 

1.10  守秘義務 

原子力機構担当者が提供した資料・情報や作業の中で知り得た情報を原子力機構担当者の承諾なく第

三者に提供・漏洩してはならない。第三者に提供・漏洩したことが認知された場合には、速やかに原

子力機構担当者へ通知し、速やかに事態の収束に努めること。 

 

1.11  契約不適合責任 

検収完了後１年以内に 2.4で実施した内容において機能が維持できなくなった場合、またはプログラ

ムの誤りや欠陥等の契約不適合が発見された場合は、受注者の責任において無償で速やかに必要な措置

を講じるものとする。 

 

1.12  検査員 

検査員 

(1) 一般検査 管財担当課長 

 

1.13  グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用

する環境物品（事務用品、OA機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。 



3 

 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙

類」の基準を満たしたものであること。 

 

1.14  協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子

力機構担当者と協議の上、その決定に従うものとする｡ 
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2. 技術仕様 

2.1  使用言語 

Java、SQL、Transact-SQL、HTML、XHTML、XML、JavaScript、jQuery、Ajax、CSS 

 

2.2  運用環境 

以下に示すサーバ環境で動作すること。 

・オペレーティングシステム： Red Hat Enterprise Linux 8.9 

・リレーショナルデータベース： PostgreSQL 13.14以上 

・コンパイラ： Open JDK 8  

・アプリケーションサーバ：Apache Tomcat 9.0.86以上 

・ウェブサーバ： Apache httpd 2.4.37以上  

 

2.3  利用環境 

Windows11環境において以下のブラウザで動作すること。 

・Microsoft Edge 125以上 

・Google Chrome 125以上 

・Mozilla Firefox© 126以上 

Mac OS X環境において以下のブラウザで動作すること。 

・Safari© 17.0以上 

 

2.4  改修要件 

以下が可能となるように改修すること。 

なお、改修に必要な情報については契約締結後、受注者に提供することとする。 

(1) 利用者メニューの各種機能 

   ①継続申請画面の変更 

登録情報を入力／変更可とし、継続申請画面でも登録情報の変更を可能とすること。 

②変更／継続申請確認画面の変更 

現在の登録情報の右隣に同じ項目のフォームを追加し、左枠は現在の登録情報、右枠は申請内容

を表示すること。申請内容が現在の登録情報から変更となる項目は赤文字で表示すること。 

③登録メールアドレスのドメイン編集機能の追加 

各申請画面における「E-mail」のドメイン部分の選択肢を編集可能とすること。選択肢は既存の

データベースで管理すること。本機能の追加に伴い、変更／継続申請画面において確認ボタンを押

下した際、ドメイン部分の登録可否をチェックする処理を追加すること。 

 

(2) 承認者メニューの各種機能 

①変更／継続申請承認画面の構成変更 

各承認画面を(1)②と同様の画面構成とすること。左枠に現在の登録情報、右枠には申請者が申請

時に入力した内容を表示すること。申請内容が現在の登録情報から変更となる項目は赤文字で表示

すること。 
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②申請内容編集機能の追加 

受付承認画面において「勤務地」を編集出来るようにすること、申請内容欄の下に編集理由の入

力欄を設けること。「勤務地」を編集した際は申請者宛て（Cc：所属長、ITサポートデスク）に編集

理由を添えて編集内容を自動でメール送信するようにすること。 

③所属長承認催促機能：メール自動送信機能の追加 

所属長承認待ちの状態が指定日数を経過した場合は、所属長宛て（Cc：申請者、ITサポートデスク）

に自動でメール送信するようにすること。指定日数は既存の設定ファイル内で指定可能とすること（0

の場合はメール送信停止）メール文面は既存の管理者メニューで管理出来るようにすること。 

   ④所属長承認催促機能：メール手動送信機能の追加 

申請状況一覧画面に送信ボタンを設け、押下時は所属長宛て（Cc：申請者、ITサポートデスク）に

メールを送信出来るようにすること。メール文面は③の自動送信メールと同じ内容とすること。 

 

(3) その他 

   ①ドキュメント更新 

改修内容に沿って各種ドキュメントを更新すること。 

 

2.5 動作試験・検査 

(1)当該システムの検証環境を用いて動作試験を実施し、2.4で改修した機能の正常動作を確認後、本

番環境へ導入すること。なお、本番環境への導入後、原子力機構担当者立会いのもとで検査を実施

すること。 

(2)立会い検査の実施にあたっては、検査要領書に基づいて実施すること。 

(3)立会い検査の結果を、検査成績書に取り纏めること。 

 

3. その他 

受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い

行動するものとする。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原

因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機

構の確認を受けること。 
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